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衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
薬
害
事
件
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
（
一
）
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
現
時
点
に
お
い
て
、
沢
田
春
美
氏
及
び
北
海
道
立
衛
生
研
究
所
所
長
等
に
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
て
お
ら
ず
、
旧
厚
生
省
に
報
告
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
確
認
で
き
て
い
な
い
た
め
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は

困
難
で
あ
る
。

一
の
（
二
）
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
に
お
い
て
、
山
田
章
雄
氏
に
確
認
し
た
が
、
旧
厚
生
省
に
対
し
て
報
告
を
行
っ
た
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
と

の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
現
時
点
に
お
い
て
、
当
時
の
国
立
予
防
衛
生
研
究
所
所
長
等
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
て
お
ら

ず
、
旧
厚
生
省
に
報
告
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
確
認
で
き
て
い
な
い
た
め
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。

一
の
（
三
）
及
び
（
五
）
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
に
お
い
て
、
平
成
五
年
四
月
二
十
七
日
の
公
衆
衛
生
審
議
会
伝
染
病
予
防
部
会
の
資
料
を
確
認
し
た
限
り
で

は
、
北
海
道
に
お
け
る
二
次
感
染
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
は
同
月
五
日
ま
で
に
は
、
三
重
県
に
お
け
る
二
次
感
染
に
係
る
情

一



報
に
つ
い
て
は
同
月
二
十
七
日
ま
で
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
把
握
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
具
体

的
に
い
つ
の
時
点
で
把
握
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。

一
の
（
四
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
十
六
年
九
月
三
日
内
閣
衆
質
一
六
〇
第
四
六
号
）
九
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と

お
り
、
平
成
五
年
四
月
二
十
八
日
に
当
時
の
厚
生
省
薬
務
局
が
行
っ
た
調
査
の
指
示
に
対
し
、
同
年
五
月
十
日
に
財
団
法
人

阪
大
微
生
物
病
研
究
会
か
ら
同
研
究
会
製
造
の
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
の
安
全
性
デ
ー
タ
、
性
状
及
び
製
造
経
過
等
に
関
し
て
文

書
に
よ
る
報
告
が
あ
り
、
そ
の
報
告
に
お
い
て
、
併
せ
て
二
次
感
染
に
つ
い
て
の
報
告
も
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、

こ
れ
以
外
に
は
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
、
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
に
基
づ
く
副
作
用
報
告
の
事

例
を
調
べ
た
限
り
で
は
、
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
業
者
か
ら
旧
厚
生
省
に
対
す
る
報
告
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

二


